
桑名市組織条例及び桑名市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月19日 

                               桑名市長 伊 藤 徳 宇   

桑名市条例第１号 

桑名市組織条例及び桑名市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 

（桑名市組織条例の一部改正） 

第１条 桑名市組織条例（平成16年桑名市条例第11号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表社会基盤整備部の項に次の１号を加える。 

(4) 土地区画整理に関すること。 

第２条の表都市創造部の項中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３号とし、第５号

を第４号とする。 

（桑名市子ども・子育て会議条例の一部改正） 

第２条 桑名市子ども・子育て会議条例（平成25年桑名市条例第42号）の一部を次のように改正する。 

第９条中「教育委員会事務局新たな学校づくり課」を「教育委員会事務局学校再編推進課」に改

める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

  


